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�愛媛県告示第１号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２９年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２９年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 指定自立支援医療機関の指定（２件）……………………………………………………………………………………………（健康増進課、障がい福祉課）……１

○ 県営土地改良事業の換地計画関係書類の縦覧………………………………………………………………………………………………………（農地整備課）……２

○ 肥料登録有効期間の更新………………………………………………………………………………………………………………………………（農産園芸課）……２

○ 肥料登録証の記載事項の変更の届出…………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……２

○ 地域森林計画の公表……………………………………………………………………………………………………………………………………（林業政策課）……２

○ 地域森林計画の変更の公表（４件）…………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……２

○ 森林整備工事に係る競争入札等の参加者の資格及び資格審査に関する要綱の一部改正………………………………………………………（森林整備課）……３

○ 漁業の許可又は起業の認可の申請期間……………………………………………………………………………………………………………………（水産課）……４

○ 都市計画事業の事業計画の変更認可…………………………………………………………………………………………………………………（都市整備課）……４

○ 指定障害児通所支援事業者の指定………………………………………………………………………………………………………（東予地方局地域福祉課）……４

○ 指定障害福祉サービス事業者の指定……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……５

○ 道路の供用開始（県道大三島環状線）……………………………………………………………………………………………（東予地方局今治土木事務所）……５

○ 土地改良区連合役員の就退任の届出………………………………………………………………………………………………（中予地方局農村整備第一課）……５

○ 道路の供用開始（県道串内子線）…………………………………………………………………………………………………（南予地方局大洲土木事務所）……５

公 告

○ 平成２９年度及び平成３０年度において県が発注する森林整備工事に係る一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の見積りに参加する者に必要な

資格並びにその審査の申請の時期及び方法等………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）……６

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

武田脳神経外科 今治市南高下町三丁目２番１０号 医療法人武田脳神経外科 精神通院医療 平成２８年
１２月１日

もり薬局 今治市常盤町五丁目３番９号 有限会社もり薬局 精神通院医療（薬
局）

平成２８年
１２月５日

まつだ薬局 今治市小泉４丁目１１番１１号 株式会社平野 精神通院医療（薬
局）

平成２８年
１２月１日

みゆき薬局 宇和島市御幸町二丁目１番１３号 愛ファーマシー株式会社 精神通院医療（薬
局）

平成２８年
１２月５日

レデイ薬局古川店 松山市古川北一丁目２５番１４号 株式会社レデイ薬局 精神通院医療（薬
局）

平成２８年
１２月１日

あい薬局西店 松山市石風呂町２１１９番地６７ 有限会社あい薬局 精神通院医療（薬
局）

平成２８年
１２月５日

毎週（火・金）曜日発行 第２８３８号 平成２９年１月１０日

平成２９年１月１０日火曜日 第２８３８号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第３号
県営農地整備事業（経営体育成型）高田地区の換地計画を定めた

ので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第４項にお

いて準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとおり関係書類

を縦覧に供する。

平成２９年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書

２ 縦覧期間

平成２９年１月１１日から２月７日まで

３ 縦覧場所

西条市役所東予総合支所

�������
�愛媛県告示第４号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２９年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１３条第１項の規定に基づ

き、次のとおり肥料登録証の記載事項の変更の届出があった。

平成２９年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項の規定に基づき、

平成２８年１２月２６日、南予地域森林計画を立てた。

南予地域森林計画に係る地域森林計画書及び森林計画図は、南予

地方局産業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

平成２９年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

平成２８年１２月２６日、東予地域森林計画を変更した。

東予地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画図は、

東予地方局産業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

平成２９年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

平成２８年１２月２６日、今治松山地域森林計画を変更した。

今治松山地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画

図は、東予地方局産業経済部今治支局森林林業課及び中予地方局産

業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

平成２９年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

平成２８年１２月２６日、中予山岳地域森林計画を変更した。

中予山岳地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画

図は、中予地方局産業経済部�万高原森林林業課において公衆の縦
覧に供する。

平成２９年１月１０日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

まつだ薬局 今治市小泉４丁目１１番１１号 株式会社 平野 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２８年
１２月１日

もり薬局 今治市常盤町五丁目３番９号 有限会社 もり薬局 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２８年
１２月５日

みゆき薬局 宇和島市御幸町二丁目１番１３号 愛ファーマシー株式会社 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２８年
１２月５日

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成３２
年１月
１４日

愛媛県
第１２７３
号

魚廃物
加工肥
料

魚廃物
加工肥
料１号

窒素全
量５．０
りん酸
全量
５．０

加里全
量１．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

有限会社上田産
業
愛媛県八幡浜市
八代６６４番地４

愛媛県第
１２５９号 同 上 同 上 同 上 同 上

愛媛県第
１２６２号 同 上 同 上 同 上 同 上

愛媛県第
１２７１号 同 上 同 上 同 上 同 上

愛媛県第
１２７９号 同 上 同 上 同 上 同 上

愛媛県第
１２８５号 同 上 同 上 同 上 同 上

登録番号
生産業者の氏
名又は名称及
び住所

変更前 変更後 変 更
年月日

愛媛県第
１２１７号

株式会社研農
高知県高知市百
石町二丁目２５番
２０号

高知県高知市萩町
一丁目９番４８号

高知県高知市百石
町二丁目２５番２０号

平成２８
年１２月
８日

愛媛県第
１２２５号 同 上 同 上 同 上 同 上

愛媛県第
１２４９号 同 上 同 上 同 上 同 上

愛媛県第
１２５３号 同 上 同 上 同 上 同 上

愛 媛 県 報平成２９年１月１０日 第２８３８号
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愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

平成２８年１２月２６日、肱川地域森林計画を変更した。

肱川地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画図は、

南予地方局産業経済部八幡浜支局森林林業課において公衆の縦覧に

供する。

平成２９年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１号
森林整備工事に係る競争入札等の参加者の資格及び資格審査に関する要綱（平成１５年５月愛媛県告示第１２５０号）の一部を次のように改正

し、告示の日から施行する。

改正後の森林整備工事に係る競争入札等の参加者の資格及び資格審査に関する要綱の規定は、平成２９年度以後の森林整備工事に係る競争

入札等に参加する者に必要な資格及び資格審査について適用し、平成２８年度の森林整備工事に係る競争入札等に参加する者に必要な資格及

び資格審査については、なお従前の例による。

平成２９年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（資格）

第２条 省略

２ 前項の規定による審査（以下「資格審査」という。）は、次に

掲げる要件の全て を満たす者でなければ、受けることができな

い。

�・� 省略

� 省略

（資格審査の申請）

第３条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。

�～� 省略

� 県税（地方消費税を除く。）及び地方法人特別税について未

納がない旨の証明書

� 省略

� 前条第２項第３号の要件を満たすことを証する書類

様式第１号（第３条関係） 競争入札等参加資格審査申請書

（資格）

第２条 省略

２ 前項の規定による審査（以下「資格審査」という。）は、次に

掲げる要件のすべてを満たす者でなければ、受けることができな

い。

�・� 省略

� 個人の県民税及び市町村民税（給与所得に係るものに限る。

以下「個人住民税」という。）の特別徴収の対象となる者に給

与の支払を行っている場合にあっては、当該特別徴収を実施し

ていること。

� 省略

（資格審査の申請）

第３条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。

�～� 省略

� 県税（地方消費税を除く。）及び地方法人特別税について未

納がない旨の証明書（個人住民税の特別徴収の対象となる者に

給与の支払を行っている場合にあっては、当該特別徴収の実施

を証するスタンプの押されたものに限る。）

� 省略

� 前条第２項第４号の要件を満たすことを証する書類

様式第１号（第３条関係） 競争入札等参加資格審査申請書

省略 省略

省略

なお、この申請書及び添付書類の全て の記載事項は、事

実と相違ないことを誓約します。

省略

なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事

実と相違ないことを誓約します。

省略 省略

省略 省略

簡易

施設

（ｍ）

省略 簡易

施設

（ｍ）

省略

木柵 木さく

省略 省略

省略 省略

愛 媛 県 報平成２９年１月１０日 第２８３８号
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�愛媛県告示第１２号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２９年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２９年１月１０日から１月２３日まで

�������
�愛媛県告示第１３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、四国中央都市計画道路事業３・５・８号塩屋小山線及び３・６・

１０号川之江山田井線（四国中央市施行）の事業計画の変更を次のよ

うに認可した。

平成２９年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

平成２２年１０月２９日から

平成３１年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

なし

�愛媛県告示第１４号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

平成２９年１月１０日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

省略 省略

省略 省略

簡易

施設

（ｍ）

省略 簡易

施設

（ｍ）

省略

木柵 木さく

省略 省略

省略 省略

省略 省略

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 県税（地方消費税を除く。）及び地方法人特別税につ

いて未納がない旨の証明書

� 省略

� 要綱第２条第２項第３号の要件を満たすことを証する

書類

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 県税（地方消費税を除く。）及び地方法人特別税につ

いて未納がない旨の証明書（個人住民税の特別徴収の対

象となる者に給与の支払を行っている場合にあっては、

当該特別徴収の実施を証するスタンプの押されたものに

限る。）

� 省略

� 要綱第２条第２項第４号の要件を満たすことを証する

書類

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０５００２３６ 社会福祉法人はぴねす
福祉会

愛媛県新居浜市若水町
一丁目９番１３号 長 野 文 彦 児童発達支援 ハビリテーリングセン

ターｖｉｖｒｅ
愛媛県新居浜市若水町
二丁目４番３８号

平成２８年
１０月１２日

３８５０５００２３６ 社会福祉法人はぴねす
福祉会

愛媛県新居浜市若水町
一丁目９番１３号 長 野 文 彦 放課後等デイ

サービス
ハビリテーリングセン
ターｖｉｖｒｅ

愛媛県新居浜市若水町
二丁目４番３８号

平成２８年
１０月１２日

３８５０５００２２８ 社会福祉法人はぴねす
福祉会

愛媛県新居浜市若水町
一丁目９番１３号 長 野 文 彦 児童発達支援 療養通所介護事業所は

ぴねす
愛媛県新居浜市若水町
二丁目４番３８号

平成２８年
１０月１２日

３８５０５００２２８ 社会福祉法人はぴねす
福祉会

愛媛県新居浜市若水町
一丁目９番１３号 長 野 文 彦 放課後等デイ

サービス
療養通所介護事業所は
ぴねす

愛媛県新居浜市若水町
二丁目４番３８号

平成２８年
１０月１２日

３８５１３００１３１ 有限会社エム・ジェイ・
エム

愛媛県四国中央市土居
町津根１６９６番地１ 石 川 淳 子 放課後等デイ

サービス ひらり土居ルーム 愛媛県四国中央市土居
町津根１６５４番地１

平成２８年
１０月２１日

３８５０５００２１０ 一般社団法人愛媛障が
い児支援組合

愛媛県四国中央市土居
町北野１８２２番地 鈴 木 喜代香 放課後等デイ

サービス Ｈｉｇｈ Ｔｏｕｃｈ 愛媛県新居浜市中村１
丁目１番４４号

平成２８年
１０月２１日
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�愛媛県告示第１７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第１８条第１６項の規定により、道前道後土地改良区連合から次のと

おり役員が就任し、及び退任した旨の届出があった。

平成２９年１月１０日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

�愛媛県告示第１５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成２９年１月１０日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

�愛媛県告示第１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

３８５０５００２４４ 合同会社光 愛媛県新居浜市�保田
町三丁目８番１５号 八 田 祐樹郎 児童発達支援 キッズなないろ 愛媛県新居浜市繁本町

７番３０号
平成２８年
１０月２１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０２００５６２ 特定非営利活動法人続
ける力

愛媛県今治市桜井三丁
目９番５号 山 � 昭 人 就労継続支援

Ｂ型 エコステーション未来 愛媛県今治市桜井三丁
目９番５号

平成２８年
１０月１日

３８１０５００７０６ 社会福祉法人はぴねす
福祉会

愛媛県新居浜市若水町
一丁目９番１３号 長 野 文 彦 生活介護事業 ハビリテーリングセン

ターｖｉｖｒｅ
愛媛県新居浜市若水町
二丁目４番３８号

平成２８年
１０月１２日

３８１０５００６９８ 社会福祉法人はぴねす
福祉会

愛媛県新居浜市若水町
一丁目９番１３号 長 野 文 彦 生活介護事業 療養通所介護事業所は

ぴねす
愛媛県新居浜市若水町
二丁目４番３８号

平成２８年
１０月１２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大三島環状線
今治市大三島町宗方７０７５番３から

同町宗方７０７９番３まで
平成２９年１月１０日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 和 田 治 樹 東温市樋口５４７番地

〃 青 野 勝 西条市楠甲４５３番地９

〃 越 智 喜代晴 西条市広岡４１０番地

〃 横 江 政 雄 西条市周布１５５３番地

〃 近 藤 信 利 西条市丹原町高知４５５番地

〃 松 岡 武 司 松山市余戸南六丁目４番２１号

〃 梅 岡 伸一郎 松山市上市二丁目４番２７号

〃 大 北 吉 直 東温市牛渕５７４番地

〃 小笠原 通 夫 伊予市上三谷２２３５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 和 田 治 樹 東温市樋口５４７番地

〃 青 野 勝 西条市楠甲４５３番地９

〃 越 智 喜代晴 西条市広岡４１０番地

〃 佐 伯 正 昭 西条市丹原町高松甲５３１番地２

〃 横 江 政 雄 西条市周布１５５３番地

〃 松 岡 武 司 松山市余戸南六丁目４番２１号

〃 三 好 通 昭 松山市来住町２２８番地

〃 �須賀 功 東温市志津川６３０番地

〃 小笠原 通 夫 伊予市上三谷２２３５番地

監 事 池 田 清 美 松山市東方町甲１７１３番地

〃 渡 部 金一郎 西条市丹原町志川甲１０２７番地

〃 木 村 博 伊予郡松前町大字北川原８９０番地２

監 事 渡 部 金一郎 西条市丹原町志川甲１０２７番地

〃 仙 波 正 彦 松山市北�米町４４１番地
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公 告

�公 告

平成２９年度及び平成３０年度において県が発注する森林整備工事

（造林及び保育並びにこれらに附帯する工事をいう。以下同じ。）

に係る一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の見積り（以下

「競争入札等」という。）に参加する者に必要な資格（以下「資格」

という。）並びにその審査の申請（以下「申請」という。）の時期

及び方法等を、次のとおり定めた。

平成２９年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 森林整備工事に係る競争入札等に参加することができない者

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１

項各号のいずれかに該当する者

� 地方自治法施行令第１６７条の４第２項（同令第１６７条の１１第１

項において準用する場合を含む。）の規定により県の入札に参

加させないこととされている者

２ 資格

� 競争入札等に参加することができる者は、森林整備工事に係

る競争入札等の参加者の資格及び資格審査に関する要綱（平成

１５年５月愛媛県告示第１２５０号）第４条第２項の規定により森林

整備工事競争入札等参加者名簿に登録された者とする。

� �の規定にかかわらず、資格審査を申請する日前２年間にお
いて、振り出した手形又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取

引を停止されている者は、資格を有しないものとする。

３ 申請の時期

平成２９年１月１６日（月）から２月１６日（木）までの執務時間中

（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。

なお、その後も、随時申請を受け付けるが、この場合には、競

争入札等に間に合わないことがある。

４ 申請書類の請求先、提出先及び提出方法並びに資格の審査結果

の通知

� 請求先

愛媛県農林水産部森林局森林整備課

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２―２６００

� 提出先及び提出方法

別表の提出先に持参して提出するものとする。

� 申請をした者には、資格の審査結果を競争入札等参加資格審

査結果通知書（別記様式）により通知する。

５ 資格の効力

資格は、平成２９年度及び平成３０年度の森林整備工事に係る競争

入札等について効力を有する。

６ 平成３１年度及び平成３２年度の資格審査

平成３１年度及び平成３２年度の森林整備工事に係る競争入札等に

参加する者の資格については、平成３０年１２月に公示を行う予定で

あるので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。

７ 問合せ先

愛媛県農林水産部森林局森林整備課治山係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２―２６００

平成２９年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 串内子線
大洲市田処乙１６２０番３地先から

同市田処乙１６２１番３地先まで
平成２９年１月１０日
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別表（４関係）

申 請 書 類 の 提 出 先 申 請 者 の 所 在 地

愛媛県東予地方局産業経済部森林林業課
〒７９１－０５０８
西条市丹原町池田１６１１番地
電話番号 ０８９８－６８－７４３８

新居浜市、西条市及び四国中
央市

愛媛県東予地方局産業経済部今治支局森林林業課
〒７９４－８５０２
今治市旭町一丁目４番地９
電話番号 ０８９８－２５－９３１９

今治市及び越智郡

愛媛県中予地方局産業経済部森林林業課
〒７９０－８５０２
松山市北持田１３２番地
電話番号 ０８９－９０９－８７６７

松山市、伊予市、東温市及び
伊予郡

愛媛県中予地方局産業経済部�万高原森林林業課
〒７９１－１２０１
上浮穴郡�万高原町�万５７１番地の１
電話番号 ０８９２－２１－１２６５

上浮穴郡

愛媛県南予地方局産業経済部八幡浜支局森林林業課
〒７９６－００４８
八幡浜市北浜一丁目３番３７号
電話番号 ０８９４－２２－２０３１

八幡浜市、大洲市、西予市、
喜多郡及び西宇和郡

愛媛県南予地方局産業経済部森林林業課
〒７９８－８５１１
宇和島市天神町７番１号
電話番号 ０８９５－２２－３１６３

宇和島市、北宇和郡及び南宇
和郡

愛 媛 県 報平成２９年１月１０日 第２８３８号

７



別記様式（４関係） 競争入札等参加資格審査結果通知書

競 争 入 札 等 参 加 資 格 審 査 結 果 通 知 書

第 号

年 月 日

商 号 又 は 名 称

代 表 者 又 は 個 人 の 氏 名 様

愛 媛 県 知 事 �

１ 資 格 の 有 無

工 事 種 別 資 格 の 有 無

２ 有 効 期 間 年 月 日 か ら 年 月 日 ま

で

平成２９年１月１０日 発行
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８


